
                        

 

公立大学法人滋賀県立大学役員報酬規程の改正について 

 

１ 背景 

・当法人の役員報酬は、「一般職の職員の給与に関する法律」の指定職俸給表をベースとし、県特別

職報酬の増減を加味して決定している。 

・令和６年 12月の県特別職報酬等審議会で知事などの特別職の報酬の引き上げるよう答申があった

ことから、当法人の役員報酬についても見直しを行う。（前回は平成 27年７月に減額改定。） 

 

２ 見直し案  

・県特別職については前回改定があった平成 27年時点からの一般職員の累積改定率 5.37％を適用 

した結果、概ね現行の一つ前と同じ金額になることから、当法人の役員報酬についても同様の扱 

いとする。 

    旧 

（～平成27年７月） 

       現 

（平成 27 年８月～） 

新 

（令和７年４月～） 

理事長 964,000円 916,000円 48,000円減(5.0％減） 964,000円 48,000円増（5.2％増） 

副理事長 760,000円 722,000円 38,000円減(5.0％減） 760,000円 38,000円増（5.3％増） 

理事 705,000円 700,000円 5,000 円減(0.7％減※） 705,000円 5,000 円増（0.7％増） 

※理事については旧からの改正で職務給の原則から教員の職制上の最高額を考慮して減額率が低くな 

っている。 

 

（参考）県特別職報酬（給料の月額）の推移 

    旧 

（～平成 27 年７月） 

              現 

（平成 27 年８月～現在） 

新 

（令和７年４月～） 

知事 1,320,000円 1,250,000円 70,000円減(5.3％減） 1,320,000円 70,000円増（5.6％増） 

副知事 1,040,000円 980,000円 60,000円減(5.8％減） 1,030,000円 50,000円増（5.1％増） 

議員 840,000円 800,000円 40,000円減(5.8％減） 840,000円 40,000円減(5.0％増） 

 

３ 財源 

  運営費交付金（令和７年度予算） 

 

４ 改定日 

  令和７年４月１日（県特別職報酬改定日と同日） 

 

５ 改正内容  

  別紙のとおり 

  ※併せて理事の本給の月額について勤務日数に応じた設定ができるよう「705,000円以下で理事 

長が定める額」とする。 
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